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講演等謝礼金支給規定 

 

 

１． 規定改定 

 

【現状】平成 14年 5月 14 日制定 

 

第 2 条 金額 

  謝礼金は原則として 1件につき 30,000 円とする。 

   講師、講義内容、講義時間等を勘案し、謝礼金の金額を変更する場合がある。金額を変更 

する場合は、第 3条に定める。 

 

第 3条 謝礼金額の変更 

   謝礼金の金額を変更する場合の取り扱いは、下記による 

（１） 事務局及び当該事業を担当する委員会で協議のうえ、謝礼金の金額案を策定する。 

（２） 総務委員会の了承を得たうえで決定する。 

 

                              

【改定案】 

 

  第 2条 金額 

   謝礼金は原則として 1件につき 100,000 円（税抜）にする。 

 

 

 

２． 実績 

 

  2024.6.17 通常総会 七十七リサーチ＆コンサルティング㈱     田口庸友氏  220,000 円 

 

     8.28  納涼祭 東北大学 マイクロシステム融合研究開発センター 戸津教授  55,000 円 

 

  2025.1.28 新春産学官交流大会 東北大学 経済学研究科       藤本教授  55,000 円 
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